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四 消費課税

１ 車体課税の見直し

（国 税）
（1）排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税

等の特例措置（いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」）について、平成26年4月1日
以後に新車に係る新規検査を受けた検査自動車のうち、当該新規検査の際に納付すべき
自動車重量税を免除された検査自動車については、当該新規検査後に受ける最初の継続
検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除する。

（2）平成26年4月1日以後に継続検査等を受ける自家用の検査自動車のうち、新車新規登録か
ら13年を経過したもの（新車新規登録から18年を経過したものを除く。）に係る自動車
重量税の税率について、別紙1のとおり見直しを行う。

（地方税）
〈自動車取得税〉
（1）平成26年4月1日以後に取得される自動車等に対して課する自動車取得税の税率を、次の

ように引き下げる。
① 自家用の自動車（軽自動車を除く。） 100分の3（現行100分の5）
② 営業用の自動車及び軽自動車 100分の2（現行100分の3）

（2）平成26年4月1日以後に取得される自動車について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた
環境負荷の小さい自動車（新車に限る。）に対して課する自動車取得税に係る特例措置
（いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」）において、現行、税率を75％軽減する自
動車に係る軽減割合を80％に、税率を50％軽減する自動車に係る軽減割合を60％に拡充
する。

（3）その他所要の措置を講ずる。

〈自動車税〉
（4）排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規

登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置（いわ
ゆる「自動車税のグリーン化」）について、次の見直しを行った上、２年延長する。
① 環境負荷の小さい自動車
イ 平成26年度及び平成27年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規

制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75％以上窒素酸化
物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より20％以上燃費性能の
良いもの（平成32年度燃費基準を満たすものに限る。）並びに電気自動車、プラグ
インハイブリッド自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車及び平成21
年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車（乗用車に限る。）について、当該登
録の翌年度の税率を概ね100分の75軽減する。

ロ 平成26年度及び平成27年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規
制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75％以上窒素酸化
物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より10％以上燃費性能の
良いもの（イに該当するものを除く。）について、当該登録の翌年度の税率を概ね
100分の50軽減する。

平成26年度税制改正の大綱（抜粋）
（平成25年12月24日閣議決定）
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② 環境負荷の大きい自動車
平成26年度及び平成27年度に以下の年限を超えている自動車（電気自動車、天然ガ

ス自動車、ハイブリッド自動車のうちガソリンを燃料とするもの､メタノール自動車､
一般乗合用バス及び被けん引車を除く。）について、その翌年度から次の特例措置を
講ずる。
イ ディーゼル自動車のうち、バス・トラックで新車新規登録から11年を経過したも

のについて、税率を概ね100分の10重課する。
ロ ディーゼル自動車のうち、イに該当するもの以外の自動車で新車新規登録から11

年を経過したものについて、税率を概ね100分の15重課する。
ハ ガソリン自動車又はＬＰＧ自動車のうち、バス・トラックで新車新規登録から13

年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
ニ ガソリン自動車又はＬＰＧ自動車のうち、ハに該当するもの以外の自動車で新車

新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の15重課する。
（5）その他所要の措置を講ずる。

〈軽自動車税〉
（6）四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし、平成27年4月1日以後に新規

取得される新車から適用する。

（7）最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとお
りとし、平成28年度分以後の軽自動車税について適用する。

（8）原動機付自転車及び二輪車に係る税率を次のとおりとし、平成27年度分以後の軽自動車
税について適用する。

現行 改正案

①四輪以上 乗用・自家用 7,200円 10,800円

乗用・営業用 5,500円 6,900円

貨物用・自家用 4,000円 5,000円

貨物用・営業用 3,000円 3,800円

②三輪 3,100円 3,900円

①四輪以上 乗用・自家用 12,900円

乗用・営業用 8,200円

貨物用・自家用 6,000円

貨物用・営業用 4,500円

②三輪 4,600円

現行 改正案

①原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円

50cc超90cc以下 1,200円 2,000円

90cc超125cc以下 1,600円 2,400円

ミニカー 2,500円 3,700円

②二輪の軽自動車 （125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円

③二輪の小型自動車 （250cc超） 4,000円 6,000円



車 種
車 検
期 間

現 行

改 正 案

平成26年4月1日～
平成28年3月31日

平成28年4月1日以後

乗 用 自 動 車

2年
車両重量
0.5tごと

10,000 10,800 11,400 

1年 〃 5,000 5,400 5,700 

バ ス 1年
車両総重
量1tごと

5,000 5,400 5,700 

ト ラ ッ ク

車両総重量
2.5ｔ超

1年 〃 5,000 5,400 5,700 

車両総重量
2.5ｔ以下

1年 〃 3,800 3,900 4,100

特 種 車

2年 〃 10,000 10,800 11,400 

1年 〃 5,000 5,400 5,700 

小 型 二 輪

2年 定 額 4,400 4,400 4,600 

1年 〃 2,200 2,200 2,300 

検査対象軽自動車

2年 〃 7,600 7,800 8,200 

1年 〃 3,800 3,900 4,100 

（別紙1）新車新規登録から13年を経過した自家用の検査自動車（新車新規登録から18年を経
過したものを除く。）に係る自動車重量税の税率の見直し

（単位：円）



車体課税の見直し （自動車取得税・自動車税・軽自動車税・自動車重量税）

車体課税については、以下のとおり、自動車取得税の税率引下げ、自動車取得税・自動車重量税のエコカー減税の拡充、自動車税のグリーン化特例
の延長・拡充、軽自動車税の見直し等を行う。

地
方
税

国
税

対象車 初回車検 2回目車検

電気自動車 等
免税 ▲50％

H27年度燃費基準＋20％達成

H27年度燃費基準＋10％達成 ▲75％

H27年度燃費基準達成 ▲50％

2回目車検

免税

自動車重量税

自動車取得税 自動車税 軽自動車税

○消費税8％時（H26年度以降）
＜エコカー減税の拡充＞（H26.4～H27.4） 【乗用車等の例】

○消費税8％時（H26年度以降）
＜税率の引下げ＞（H26.4～）

内容

非課税

▲80%

▲60%

対象車 内容

電気自動車 等
非課税

H27年度燃費基準+20%達成

H27年度燃費基準+10%達成 ▲75%

H27年度燃費基準達成 ▲50%

車種区分 税率

自家用自動車（軽自動車を除く） 5%

営業用自動車・軽自動車 3%

税率

3%

2%

対象車 内容

電気自動車 等

概ね
▲50%

H27年度燃費基準+20%達成

H27年度燃費基準+10%達成

H27年度燃費基準達成
概ね
▲25%

○消費税8％時（H26年度以降）
＜グリーン化特例の延長・拡充＞（H26.4～H28.3）

＜エコカー減税の拡充＞（H26.4～H27.3）
【乗用車等の例】

対象車 内容

電気自動車 等
概ね
▲75%H27年度燃費基準+20%達成

（H32年度燃費基準達成）

H27年度燃費基準+20%達成
（H32年度燃費基準未達成） 概ね

▲50%
H27年度燃費基準+10%達成

H27年度燃費基準達成 廃止

車種区分 税率

乗用
自家用 7,200円

営業用 5,500円

貨物用
自家用 4,000円

営業用 3,000円

税率

10,800円

6,900円

5,000円

3,800円

○消費税10％時
＜自動車取得税の廃止＞

○H27年度以降
＜税率の引上げ＞（H27.4～）
【四輪車の例】

○消費税10％時
＜環境性能課税（環境性能割）の実施＞

・自動車の取得時の課税として、課税標準は取得価額を基本に、控除
及び免除のあり方等について検討。

・省エネ法に基づく燃費基準値の達成度に応じて、0～3％の間で変動。
・グリーン化特例は、環境性能割非課税の自動車に対象を重点化。

※ 車齢11年超のディーゼル車や車齢13年超のガソリン車・LPG車（電気自動車等、一般乗合用バス、被けん引車を除く）
については、重課割合を引上げ（概ね10％→概ね15％）。

※ バス（一般乗合用を除く）、トラック（被けん引車を除く）については、現行の重課割合（概ね10％）のまま据え置き。

○H28年度以降
＜経年車重課の実施＞（H28.4～）
【四輪車の例】

車種区分 車齢13年超

乗用
自家用 12,900円

営業用 8,200円

貨物用
自家用 6,000円

営業用 4,500円

＜経年車に対する課税の引上げ＞（H26.4～）

車種区分 ～13年 13年超 18年超

自家用乗用車（0.5t・年当たり）
4,100円

5,000円
→5,400円（H26.4～）
→5,700円（H28.4～）

6,300円
自家用バス・トラック（2.5t超）（1t・年当たり）

＜エコカー減税制度の恒久化等＞

・H27年度税制改正において、エコカー減税制度の基本構造を恒久化。
・道路等の維持管理・更新や防災・減災等の推進に多額の財源が必要となる中で、その原

因者負担・受益者負担としての性格を踏まえる。

※ 営業用自動車については、現行の税率のまま据え置き。

※ 平成27年度以降に新規取得する新車のみ。

概
ね
20
％
重
課

※ 既存車・新規車を問わない。
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○乗用車等（乗用車、車両総重量2.5t以下のバス・トラック）

電気自動車（燃料電池自動車を含む）
天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車

（平成21年排ガス規制適合の乗用車）
燃費性能（注）

排ガス性能

 重量税：50％軽減*1
 取得税：60％軽減

 重量税：75％軽減*1
 取得税：80％軽減

免税*1
（2回目車検：免税）*2

取得税：非課税

（注）

○中量車（車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック）

電気自動車（燃料電池自動車を含む）
天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）
プラグインハイブリッド自動車

燃費性能（注）
排ガス性能

75％低減
（☆☆☆☆）

 重量税：50％軽減*1
 取得税：60％軽減

 重量税：75％軽減*1
 取得税：80％軽減

免税*1
（2回目車検：免税）*2

取得税：非課税

50％低減
（☆☆☆）

 重量税：50％軽減*1
 取得税：60％軽減

 重量税：75％軽減*1
 取得税：80％軽減

NOx･PM＋10％
低減

 重量税：50％軽減*1
 取得税：60％軽減

 重量税：75％軽減*1
 取得税：80％軽減

免税*1
（2回目車検：免税）*2

取得税：非課税

 重量税：50％軽減*1
 取得税：60％軽減

 重量税：75％軽減*1
 取得税：80％軽減

（注）

○重量車（車両総重量3.5t超のバス・トラック）

電気自動車（燃料電池自動車を含む）
天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）
プラグインハイブリッド自動車

燃費性能（注）
排ガス性能

NOx･PM＋10％
低減

 重量税：50％軽減*1
 取得税：60％軽減

 重量税：75％軽減*1
 取得税：80％軽減

免税*1
（2回目車検：免税）*2

取得税：非課税

 重量税：50％軽減*1
 取得税：60％軽減

 重量税：75％軽減*1
 取得税：80％軽減

（注）

*1　： 自動車重量税については、適用期間中の新車新規検査の際に納付すべき税額について減免。
*2　：

エコカー減税 (自動車重量税･自動車取得税) の概要　　　　　　　 （※赤字は改正内容）

対象・要件等 軽減率

自動車重量税　免税*1
（2回目車検：免税）*2

自動車取得税　非課税

達成 ＋10％超過 ＋20％超過

ガソリン車
　（ハイブリッド車
　を含む）

平成17年排ガス規制
　75％低減（☆☆☆☆）

平成27年度燃費基準の超過達成率。
JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10･15モードによる燃費値により算定する。
その場合、「平成27年度燃費基準＋20％達成」を「平成22年度燃費基準＋50％達成」と、「平成27年度燃費
基準＋10％達成」を「平成22年度燃費基準＋38％達成」と、「平成27年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費
基準＋25％達成」と、それぞれ読み替える。

対象・要件等 軽減率
自動車重量税　免税*1

（2回目車検：免税）*2

自動車取得税　非課税

達成 ＋5％超過 ＋10％超過

ガソリン車
　（ハイブリッド車
　を含む）

平成17年
排ガス規制

ディーゼル車
　（ハイブリッド車
　を含む）

平成21年
排ガス規制

平成27年度燃費基準の超過達成率。

対象・要件等 軽減率

平成27年度重量車燃費基準の超過達成率。

自動車重量税のみ。平成26年4月1日から平成27年4月30日までの間の新車新規検査で免税とされた後、初
めて受ける継続検査等の際に納付すべき税額について免税。

自動車重量税　免税*1
（2回目車検：免税）*2

自動車取得税　非課税

達成 ＋5％超過 ＋10％超過

ディーゼル車
　（ハイブリッド車
　を含む）

平成21年
排ガス規制
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免税
対象車

75・50％
軽減

対象車

本則税率を免税

本則税率
（「エコカー」の欄をご覧下さい）

本則税率を50％軽減

本則税率を
軽減

75％軽減

50％軽減

又は

本則税率
(「エコカー」の欄をご覧下さい)

初度登録（初度検査）
から

13年経過している
13年未満車

(「右以外」の欄をご覧下さい)

初度登録（初度検査）から
18年経過している

18年経過車
(「18年経過」の欄をご覧下さい)

13年経過車
(「13年経過」の欄をご覧下さい)

エ

コ

カ

ー

減

税

対

象

車

平成２６年度税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方（フローチャート）

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

H26.4.１
から

H27.4.30
までの間の

新車新規検査

H26.4.1 から H27.4.30 までの間の新車新規検査

本則税率
（「エコカー」の欄をご覧下さい）

YES

NO

YES

NO

YES

「初度登録（初度検査）から13・18年経過している」年数の考え方 ※ 車両の種別により､13・18年経過の考え方が異なりますので､ご注意願います｡
また、以下は13年経過の例ですが、18年経過の考え方についても、同様となります。

① 登録自動車及び小型二輪の場合
原則として、初度登録年月（小型二輪の場合は初度検査年月）から12年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

※平成13年６月に初度登録（小型二輪の場合は初度検査）を受けた車両の場合の例

② 検査対象軽自動車（二輪を除く）の場合
原則として、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

※平成13年に初度検査を受けた車両の場合の例

H13．６
起算日

H13．６に初度登録（又は初度検査）を受けた車両の適用日は、H26.５.１｡

初度登録（小型二輪の場合は初度検査）の際に自動車検査証の交付を
受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から13年経過する月の１日」以後に
受ける検査から適用されます。６月○日 初度登録

（又は 初度検査）

H14．５
１年経過
する月

H25．５
12年経過
する月

H26．５
13年経過
する月

H13初度検査を受けた車両の適用日は、H26.12.１｡

初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、
「当該交付年から13年経過した年の12月１日」以後に受ける検査から
適用されます。

H13
起算日

６月○日 初度検査

H14
１年経過
した年

H25
12年経過
した年

H26
13年経過
した年

本則税率を免税YES

H24.5.1 から H26.3.31 までの間の新車新規検査で免税とされた
後、初めての継続検査

又は
H24.5.1 から H27.4.30 までの間の初めての継続検査

H26.4.1 から H27.4.30 までの間の新車新規検査で免税とされた
後、初めての継続検査

参考



平成２６年度税制改正に伴う自動車重量税の変更について（H26.4.1から）

※表中の税額単位はいずれも円

１．乗用

区分

車両重量 免税 ７５％減 ５０％減 適用なし 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過

0.5ﾄﾝ以下 1,800 3,700 12,300 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800 12,600 600 1,200 2,500 4,100 5,400 6,300 600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800

～１ 3,700 7,500 24,600 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800 12,600 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600

～1.5 5,600 11,200 36,900 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200 18,900 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400

～２ 7,500 15,000 49,200 5,000 10,000 20,000 32,800 43,200 50,400 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200

～2.5 9,300 18,700 61,500 6,200 12,500 25,000 41,000 54,000 63,000 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000 31,500 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000

～３ 11,200 22,500 73,800 7,500 15,000 30,000 49,200 64,800 75,600 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800

２．特種用途

区分

車両

総重量 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過

１ﾄﾝ以下 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800 12,600 600 1,200 2,500 4,100 5,400 6,300 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600 600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800

～２ 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800 12,600 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600

～３ 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200 18,900 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400

～４ 5,000 10,000 20,000 32,800 43,200 50,400 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200

～５ 6,200 12,500 25,000 41,000 54,000 63,000 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000 31,500 6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000

～６ 7,500 15,000 30,000 49,200 64,800 75,600 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800

～７ 8,700 17,500 35,000 57,400 75,600 88,200 4,300 8,700 17,500 28,700 37,800 44,100 8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200 4,300 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600

～８ 10,000 20,000 40,000 65,600 86,400 100,800 5,000 10,000 20,000 32,800 43,200 50,400 10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800 5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400

～９ 11,200 22,500 45,000 73,800 97,200 113,400 5,600 11,200 22,500 36,900 48,600 56,700 11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400 5,600 11,200 22,500 23,400 24,300 25,200

～10 12,500 25,000 50,000 82,000 108,000 126,000 6,200 12,500 25,000 41,000 54,000 63,000 12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000 6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000

～11 13,700 27,500 55,000 90,200 118,800 138,600 6,800 13,700 27,500 45,100 59,400 69,300 13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600 6,800 13,700 27,500 28,600 29,700 30,800

～12 15,000 30,000 60,000 98,400 129,600 151,200 7,500 15,000 30,000 49,200 64,800 75,600 15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200 7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600

～13 16,200 32,500 65,000 106,600 140,400 163,800 8,100 16,200 32,500 53,300 70,200 81,900 16,200 32,500 65,000 67,600 70,200 72,800 8,100 16,200 32,500 33,800 35,100 36,400

～14 17,500 35,000 70,000 114,800 151,200 176,400 8,700 17,500 35,000 57,400 75,600 88,200 17,500 35,000 70,000 72,800 75,600 78,400 8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200

～15 18,700 37,500 75,000 123,000 162,000 189,000 9,300 18,700 37,500 61,500 81,000 94,500 18,700 37,500 75,000 78,000 81,000 84,000 9,300 18,700 37,500 39,000 40,500 42,000

～16 20,000 40,000 80,000 131,200 172,800 201,600 10,000 20,000 40,000 65,600 86,400 100,800 20,000 40,000 80,000 83,200 86,400 89,600 10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800

～17 21,200 42,500 85,000 139,400 183,600 214,200 10,600 21,200 42,500 69,700 91,800 107,100 21,200 42,500 85,000 88,400 91,800 95,200 10,600 21,200 42,500 44,200 45,900 47,600

～18 22,500 45,000 90,000 147,600 194,400 226,800 11,200 22,500 45,000 73,800 97,200 113,400 22,500 45,000 90,000 93,600 97,200 100,800 11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400

～19 23,700 47,500 95,000 155,800 205,200 239,400 11,800 23,700 47,500 77,900 102,600 119,700 23,700 47,500 95,000 98,800 102,600 106,400 11,800 23,700 47,500 49,400 51,300 53,200

～20 25,000 50,000 100,000 164,000 216,000 252,000 12,500 25,000 50,000 82,000 108,000 126,000 25,000 50,000 100,000 104,000 108,000 112,000 12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000

～21 26,200 52,500 105,000 172,200 226,800 264,600 13,100 26,200 52,500 86,100 113,400 132,300 26,200 52,500 105,000 109,200 113,400 117,600 13,100 26,200 52,500 54,600 56,700 58,800

～22 27,500 55,000 110,000 180,400 237,600 277,200 13,700 27,500 55,000 90,200 118,800 138,600 27,500 55,000 110,000 114,400 118,800 123,200 13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600

～23 28,700 57,500 115,000 188,600 248,400 289,800 14,300 28,700 57,500 94,300 124,200 144,900 28,700 57,500 115,000 119,600 124,200 128,800 14,300 28,700 57,500 59,800 62,100 64,400

～24 30,000 60,000 120,000 196,800 259,200 302,400 15,000 30,000 60,000 98,400 129,600 151,200 30,000 60,000 120,000 124,800 129,600 134,400 15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200

～25 31,200 62,500 125,000 205,000 270,000 315,000 15,600 31,200 62,500 102,500 135,000 157,500 31,200 62,500 125,000 130,000 135,000 140,000 15,600 31,200 62,500 65,000 67,500 70,000

免税 免税 免税 免税

エコカー以外
エコカー

エコカー以外
エコカー エコカー

１年事業用

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー減免適用
エコカー以外

エコカー減免適用なし

エコカー

免税 免税 免税 免税

２年自家用 １年自家用 ２年事業用

エコカー以外

エコカー減免適用なし
エコカー減免適用

エコカー減免適用なし

エコカー
エコカー以外

エコカー
エコカー以外

エコカー
エコカー以外

　　　平成26年4月1日からの自動車重量税税率表

３年自家用 ２年自家用 １年自家用 １年事業用

エコカー減免適用 エコカー減免 エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー減免適用



平成２６年度税制改正に伴う自動車重量税の変更について（H26.4.1から）

３．トラック（車両総重量８トン未満）

区分

車両

総重量 免税 ７５％減 ５０％減 適用なし ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 適用なし ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過

１ﾄﾝ以下 1,200 2,500 6,600 1,200 2,500 3,300 3,900 4,400 1,200 2,500 5,200 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800

～２ 2,500 5,000 13,200 2,500 5,000 6,600 7,800 8,800 2,500 5,000 10,400 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600

～2.5 3,700 7,500 19,800 3,700 7,500 9,900 11,700 13,200 3,700 7,500 15,600 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400

～３ 3,700 7,500 24,600 3,700 7,500 12,300 16,200 18,900 3,700 7,500 15,600 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400

～４ 5,000 10,000 32,800 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 5,000 10,000 20,800 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200

～５ 6,200 12,500 41,000 6,200 12,500 20,500 27,000 31,500 6,200 12,500 26,000 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000

～６ 7,500 15,000 49,200 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 7,500 15,000 31,200 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800

～７ 8,700 17,500 57,400 8,700 17,500 28,700 37,800 44,100 8,700 17,500 36,400 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600

～８ 10,000 20,000 65,600 10,000 20,000 32,800 43,200 50,400 10,000 20,000 41,600 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400

４．バス、トラック（トラックは車両総重量８トンから適用）

区分 区分

車両 車両

総重量 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 総重量 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過

１ﾄﾝ以下 600 1,200 2,500 4,100 5,400 6,300 600 1,200 2,500 2,600 2,700 2,800 ～16 10,000 20,000 40,000 65,600 86,400 100,800 10,000 20,000 40,000 41,600 43,200 44,800

～２ 1,200 2,500 5,000 8,200 10,800 12,600 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600 ～17 10,600 21,200 42,500 69,700 91,800 107,100 10,600 21,200 42,500 44,200 45,900 47,600

～３ 1,800 3,700 7,500 12,300 16,200 18,900 1,800 3,700 7,500 7,800 8,100 8,400 ～18 11,200 22,500 45,000 73,800 97,200 113,400 11,200 22,500 45,000 46,800 48,600 50,400

～４ 2,500 5,000 10,000 16,400 21,600 25,200 2,500 5,000 10,000 10,400 10,800 11,200 ～19 11,800 23,700 47,500 77,900 102,600 119,700 11,800 23,700 47,500 49,400 51,300 53,200

～５ 3,100 6,200 12,500 20,500 27,000 31,500 3,100 6,200 12,500 13,000 13,500 14,000 ～20 12,500 25,000 50,000 82,000 108,000 126,000 12,500 25,000 50,000 52,000 54,000 56,000

～６ 3,700 7,500 15,000 24,600 32,400 37,800 3,700 7,500 15,000 15,600 16,200 16,800 ～21 13,100 26,200 52,500 86,100 113,400 132,300 13,100 26,200 52,500 54,600 56,700 58,800

～７ 4,300 8,700 17,500 28,700 37,800 44,100 4,300 8,700 17,500 18,200 18,900 19,600 ～22 13,700 27,500 55,000 90,200 118,800 138,600 13,700 27,500 55,000 57,200 59,400 61,600

～８ 5,000 10,000 20,000 32,800 43,200 50,400 5,000 10,000 20,000 20,800 21,600 22,400 ～23 14,300 28,700 57,500 94,300 124,200 144,900 14,300 28,700 57,500 59,800 62,100 64,400

～９ 5,600 11,200 22,500 36,900 48,600 56,700 5,600 11,200 22,500 23,400 24,300 25,200 ～24 15,000 30,000 60,000 98,400 129,600 151,200 15,000 30,000 60,000 62,400 64,800 67,200

～10 6,200 12,500 25,000 41,000 54,000 63,000 6,200 12,500 25,000 26,000 27,000 28,000 ～25 15,600 31,200 62,500 102,500 135,000 157,500 15,600 31,200 62,500 65,000 67,500 70,000

～11 6,800 13,700 27,500 45,100 59,400 69,300 6,800 13,700 27,500 28,600 29,700 30,800 ～26 16,200 32,500 65,000 106,600 140,400 163,800 16,200 32,500 65,000 67,600 70,200 72,800

～12 7,500 15,000 30,000 49,200 64,800 75,600 7,500 15,000 30,000 31,200 32,400 33,600 ～27 16,800 33,700 67,500 110,700 145,800 170,100 16,800 33,700 67,500 70,200 72,900 75,600

～13 8,100 16,200 32,500 53,300 70,200 81,900 8,100 16,200 32,500 33,800 35,100 36,400 ～28 17,500 35,000 70,000 114,800 151,200 176,400 17,500 35,000 70,000 72,800 75,600 78,400

～14 8,700 17,500 35,000 57,400 75,600 88,200 8,700 17,500 35,000 36,400 37,800 39,200 ～29 18,100 36,200 72,500 118,900 156,600 182,700 18,100 36,200 72,500 75,400 78,300 81,200

～15 9,300 18,700 37,500 61,500 81,000 94,500 9,300 18,700 37,500 39,000 40,500 42,000 ～30 18,700 37,500 75,000 123,000 162,000 189,000 18,700 37,500 75,000 78,000 81,000 84,000

５．小型二輪 エコカー減免対象外

右以外 １３年経過 １８年経過 右以外 １３年経過 １８年経過 右以外 １３年経過 １８年経過

5,700 3,800 4,400 5,000 1,900 2,200 2,500 4,500 3,000 3,200 3,400

６．検査対象外軽自動車 エコカー減免対象外

２輪自家用 ２輪事業用 その他自家用 その他事業用

4,900 4,100 9,900 7,800 ※　２回目以降の届出の際に「自動車重量税用軽自動車届出済証返納証明書」の提出がある場合は非課税

７．検査対象軽自動車（二輪を除く）

免税 ７５％減 ５０％減 適用なし 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過 免税 ７５％減 ５０％減 右以外 １３年経過 １８年経過

免税 1,800 3,700 9,900 免税 1,200 2,500 5,000 6,600 7,800 8,800 免税 1,200 2,500 5,000 5,200 5,400 5,600

エコカー減免適用 エコカー減免 エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー

免税

エコカー以外
エコカー

エコカー以外

３年自家用 ２年自家用 ２年事業用

免税

３年自家用
２年自家用 １年自家用

３年事業用
２年事業用

免税 免税

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー
エコカー以外

エコカー
エコカー以外

エコカー
エコカー以外

エコカー
エコカー以外

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

エコカー減免適用
エコカー減免適用なし

免税 免税

１年自家用 １年事業用 １年自家用 １年事業用

エコカー減免
適用

エコカー減免適用なし

エコカー
エコカー以外

エコカー
エコカー以外

２年自家用 １年自家用 ２年事業用 １年事業用

エコカー減免適用 エコカー減免
エコカー減免

適用

エコカー減免適用なし
エコカー減免適用 エコカー減免

　　　平成26年4月1日からの自動車重量税税率表



参考 

 

 

 

 

 

新車新規登録から13年を経過した自家用の検査自動車（新車新規登録から18年を経過した 

ものを除く。）に係る自動車重量税の税率の見直し 

（単位：円） 

車  種 
車検  

期間  
 現 行 

改   正 

平成26年４月１日～  

平成 28 年３月 31 日 
平成28年４月１日以後 

乗 用 自 動 車  

２年 
車両重量

0.5tごと 
10,000 10,800 11,400 

１年 〃 5,000 5,400 5,700 

バ ス  １年 
車両総重量

1tごと 
5,000 5,400 5,700 

トラック  

車 両 総 重 量

2.5 ｔ超  
１年 〃 5,000 5,400 5,700 

車 両 総 重 量

2.5 ｔ以下  
１年 〃 3,800 3,900 4,100

特 種 車 

２年 〃 10,000 10,800 11,400 

１年 〃 5,000 5,400 5,700 

小 型 二 輪  

２年 定  額 4,400 4,400 4,600 

１年 〃 2,200 2,200 2,300 

検 査 対 象 軽 自 動 車  

２年 〃 7,600 7,800 8,200 

１年 〃 3,800 3,900 4,100 

 

自動車重量税の税率の見直しの概要 



中古車特例 （自動車取得税） の概要　 　 （※平成26年度税制改正に伴う変更はなし）

○乗用車等（乗用車、車両総重量2.5t以下のバス・トラック）

電気自動車（燃料電池自動車を含む）
天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車

（平成21年排ガス規制適合の乗用車）
燃費性能（注）

排ガス性能

取得価額から
15万円控除

取得価額から
30万円控除

取得価額から
45万円控除

（注）

○中量車（車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック）

電気自動車（燃料電池自動車を含む）
天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）
プラグインハイブリッド自動車

燃費性能（注）
排ガス性能

75％低減
（☆☆☆☆）

取得価額から
15万円控除

取得価額から
30万円控除

取得価額から
45万円控除

50％低減
（☆☆☆）

取得価額から
15万円控除

取得価額から
30万円控除

（注）

○重量車（車両総重量3.5t超のバス・トラック）

電気自動車（燃料電池自動車を含む）
天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）
プラグインハイブリッド自動車

燃費性能（注）
排ガス性能

NOx･PM＋10％
低減

取得価額から
15万円控除

取得価額から
30万円控除

取得価額から
45万円控除

取得価額から
15万円控除

取得価額から
30万円控除

（注）

対象・要件等 控除額

取得価額から45万円控除

ガソリン車
　（ハイブリッド車
　を含む）

平成17年排ガス規制
　75％低減（☆☆☆☆）

達成 ＋10％超過 ＋20％超過

控除額

取得価額から45万円控除

達成 ＋5％超過 ＋10％超過

達成

JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10･15モードによる燃費値により算定する。
その場合、「平成27年度燃費基準＋20％達成」を「平成22年度燃費基準＋50％達成」と、「平成27年度燃
費基準＋10％達成」を「平成22年度燃費基準＋38％達成」と、「平成27年度燃費基準達成」を「平成22年
度燃費基準＋25％達成」と、それぞれ読み替える。

平成27年度重量車燃費基準の超過達成率。

平成27年度燃費基準の超過達成率。

平成27年度燃費基準の超過達成率。

取得価額から45万円控除

＋10％超過＋5％超過

ディーゼル車
（ハイブリッド車
　のみ）

平成21年
排ガス規制

ガソリン車
（ハイブリッド車
　を含む）

平成17年
排ガス規制

対象・要件等 控除額

対象・要件等

資料４



自動車税のグリーン化特例の概要　　　　 　　　　　　　　　　　（※赤字は改正内容）

軽減率
電気自動車（燃料電池自動車を含む）

天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）

プラグインハイブリッド自動車

クリーンディーゼル乗用車

　（平成21年排ガス規制適合の乗用車）

排ガス性能 燃費性能（注）

＋20％超過
かつ

平成32年度
燃費基準達成

概ね75％軽減

＋20％超過
かつ

平成32年度
燃費基準未達成

＋10％超過

電気自動車（燃料電池自動車を含む）

天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）

プラグインハイブリッド自動車

電気自動車（燃料電池自動車を含む）

天然ガス自動車

（平成21年排ガス規制NOx10％以上低減）

プラグインハイブリッド自動車

（注）

○重課（車齢が一定年数を経過したものに対して概ね15％重課）

１３年超

１１年超

○軽課（平成２６・２７年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の
　 翌年度分の自動車税を軽減）

対象・要件等

乗用車等
（乗用車、車両総重量

2.5t以下のバス・トラック）

概ね75％軽減

ガソリン車
　（ハイブリッド車
　を含む）

平成17年排ガス規制
75％低減

（☆☆☆☆）
概ね50％軽減

※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引
   車を除く
※バス（一般乗合バスを除く）及びトラック（被けん引車を除く）については、概ね10％重課

中量車
（車両総重量2.5t超

3.5t以下のバス・トラック）

概ね75％軽減

重量車
（車両総重量3.5t超の

バス・トラック）

平成27年度燃費基準の超過達成率。
JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10･15モードによる燃費値により算定する。
その場合、「平成27年度燃費基準＋10％達成」を「平成22年度燃費基準＋38％達成」と、「平成27年度燃費基
準達成」を「平成22年度燃費基準＋25％達成」と、それぞれ読み替える。

ガソリン車、ＬＰＧ車：

ディーゼル車　　　　：

資料５



 

 

 

 

 

 

 

（１）四輪以上及び三輪の軽自動車に係る軽自動車税の標準税率を次のとおりとし、 

平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用する。 

 

 

（２）原動機付自転車及び二輪車に係る軽自動車税の標準税率を次のとおりとし、 

平成 27 年度分以後の軽自動車税について適用する。 

現行 改正 

① 原動機付自転車  50cc以下  1,000円 2,000円 

50cc超90cc以下 1,200円 2,000円 

90cc超125cc以下 1,600円 2,400円 

ミニカー 2,500円 3,700円 

② 二輪の軽自動車  （125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円 

③ 二輪の小型自動車  （250cc超）  4,000円 6,000円 

 

 

 

  最初の新規検査から 13 年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に係る軽自動車税 

の標準税率を次のとおりとし、平成 28 年度分以後の軽自動車税について適用する。 

① 四輪以上  乗用・自家用 12,900円

乗用・営業用 8,200円

貨物用・自家用 6,000円

貨物用・営業用 4,500円

② 三輪  － 4,600円

 

※併せて、軽課について検討することとされている。 

 現行 改正 

① 四輪以上  乗用・自家用 7,200円 10,800円 

乗用・営業用 5,500円 6,900円 

貨物用・自家用 4,000円 5,000円 

貨物用・営業用 3,000円 3,800円 

② 三輪  － 3,100円 3,900円 

軽自動車税の見直しの概要 

資料６

重課の導入 

税率の見直し
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